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「超過勤務前提の車両点検」についての申し入れ 

 

 

会社は、１２月１３日に技術連絡で「雪害対策列車に対する車両点検につい

て（一部変更）」を掲示した。この中の別紙３で入庫時間（～９：００）、本

線列番２６３１Ａ、「着氷霜」及び「降積雪」対策列車の点検を車両点検実施

者（基本）としてヤ５、ヤ６（前日夜勤者）を指定してきた。しかし、ヤ５、

ヤ６の退出時間は８：４５である。この作業を行うと取替等が発生しなくても

点検だけで超過勤務となることが考えられる。 

この車両点検は、初めから超過勤務前提であり問題がある。よって、日勤者

又は徹夜者が余裕をもって実施する車両点検作業として行うべきである。 

超過勤務前提の車両点検は社員の疲労や焦りを誘発させ、安全安定輸送を阻

害するものである。 

よって、下記の通り申し入れますので、早急に労使協議の場を設定すること。 

 

 

記 
 

１．超過勤務前提の車両点検をやめること。 

 

２．当日出勤の日勤者又は徹夜者に雪害対策列車に対する車両点検をさせるこ 

と。 

 

３．余裕をもって車両点検できるように作業時間を確保すること。 

 

 

以上 


